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代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合

林

脇

ト
　
シ
　
子

一二三四

は
し
が
き

昭
和
四
三
年
四
月
二
四
日
最
高
裁
判
所
判
決
と
商
法
五
〇
四
条
を
め
ぐ
る
学
説

商
法
五
〇
四
条
の
意
義

あ
と
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
以
前
「
代
理
意
思
に
つ
い
て
」
の
小
論
を
発
表
し
た
際
、
商
法
五
〇
四
条
の
規
定
に
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
代
理
の
効
力
を
認
め

る
た
め
に
は
内
心
の
代
理
意
思
の
存
在
を
顧
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
代
理
行
為
の
成
立
に
は
代
理
意
思
の
表
示
が
要
件
と
さ
れ
な
い
結

果
、
代
理
の
効
力
は
表
示
を
基
礎
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
つ
て
、
代
理
意
思
の
存
否
は
ど
の
よ
う
な
形
で
問
題
に
な
り
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

う
に
し
て
把
握
さ
れ
る
か
、
商
法
五
〇
四
条
で
は
何
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
し
て
代
理
を
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
提
出
し
た
。
そ
の
後
、

商
法
五
〇
四
条
に
対
し
こ
の
よ
う
な
問
題
の
提
起
の
仕
方
で
よ
い
の
か
、
も
つ
と
問
題
の
根
本
に
遡
つ
て
、
代
理
の
法
理
の
働
く
場
面
の
基
本
的

　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
　
　
　
（
四
五
七
）

一



　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八
　
　
　
（
四
五
八
）

な
形
を
考
え
、
代
理
の
法
理
と
意
思
表
示
な
い
し
法
律
行
為
と
の
関
連
、
代
理
の
問
題
を
含
む
法
律
行
為
の
成
立
お
よ
び
効
力
発
生
に
つ
b
て
一

般
的
な
検
討
を
加
え
た
上
で
、
商
法
五
〇
四
条
の
意
義
に
論
じ
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
自
問
し
て
き
た
。
最
近
、
商
法
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

．
四
条
の
適
用
を
め
ぐ
つ
て
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
下
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
を
試
み
る
う
ち
に
考
え
を
新
た
に
し
た
点
が
あ
る
。
こ
の
判
決

に
関
連
す
る
限
度
で
ー
よ
り
根
本
的
な
検
討
は
後
日
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ー
、
本
論
に
お
い
て
も
う
一
度
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ

て
み
た
い
。

　
　
　
こ
こ
に
私
事
を
附
記
す
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
．
小
池
、
今
泉
両
先
生
に
は
、
め
で
た
く
ご
定
年
を
迎
え
ら
れ
た
．
筆
者
は
、
判
例
批
評
に
す
ぎ
な
い

　
　
よ
う
な
拙
い
も
の
な
が
ら
、
両
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
た
初
め
の
頃
か
ら
抱
き
続
け
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
の
一
試
論
を
両
先
生
に
捧
げ
、
多
年
に
わ
た
る
学

　
　
恩
へ
の
感
謝
の
気
持
を
表
わ
し
た
い
。
今
後
に
お
け
る
両
先
生
の
一
層
の
ご
健
康
を
お
祈
り
し
、
筆
者
の
学
間
上
の
歩
み
を
長
く
見
守
つ
て
下
さ
る
よ
う
お
願

　
　
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
で
取
り
上
げ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
津
田
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
慶
懸
義
塾
大
学
商
法
研
究
会
の
席
上
、
貴
重
な
ご
教
示

　
　
を
賜
つ
た
。

　
（
1
）
　
林
脇
・
法
学
研
究
三
四
巻
四
号
一
頁
以
下
。

　
（
2
）
　
林
脇
・
前
掲
八
頁
参
照
。

　
（
3
）
　
最
高
（
大
法
廷
）
判
昭
四
三
・
四
・
二
四
判
例
時
報
五
一
五
号
二
七
頁
。

二

　
一
　
今
回
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
つ
き
、
ま
ず
、
認
定
さ
れ
た
事
実
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
本
件
ラ
ム
ア
ソ
ゴ
ラ
毛
糸
は
、
訴
外
A
会
社
が

所
有
し
て
い
た
が
、
A
が
、
上
告
人
X
（
原
告
－
被
控
訴
人
）
か
ら
の
借
受
金
の
担
保
の
た
め
X
に
対
し
譲
渡
担
保
に
供
し
た
も
の
で
あ
る
。
A
の
倒

産
後
、
X
が
こ
れ
を
換
価
処
分
し
よ
う
と
し
た
が
、
金
融
業
者
で
あ
る
X
は
毛
糸
の
売
買
に
は
不
案
内
で
換
価
が
困
難
で
あ
つ
た
た
め
、
X
か
ら

A
に
こ
の
売
却
方
を
依
頼
し
た
。
そ
こ
で
、
A
の
代
表
者
B
が
毛
糸
類
売
買
業
者
で
あ
る
被
上
告
人
Y
（
被
告
－
控
訴
人
）
と
の
間
に
本
件
毛
糸
を



売
渡
す
契
約
を
締
結
し
た
。
本
件
売
買
契
約
締
結
当
時
ゐ
B
ば
本
件
毛
糸
が
X
に
譲
渡
担
保
に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
つ
て
お
り
、
X
の
委
託

に
基
き
為
X
の
た
め
に
す
る
意
思
を
も
つ
て
契
約
を
締
結
し
た
が
、
B
が
そ
の
代
理
意
思
を
Y
に
表
示
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
．
Y

は
B
の
行
為
が
本
人
で
あ
る
X
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
Y
は
本
件
売
買
以
前
か
ら
A
と
は
毛
糸
の

取
引
が
あ
つ
た
が
X
と
は
何
等
の
取
引
関
係
も
な
か
つ
た
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
こ
れ
を
知
り
う
べ
き
事
情
で
な
か
つ
た
と
認
定
さ
れ
る
。

　
第
一
審
よ
り
の
経
過
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
X
よ
り
売
掛
代
金
の
請
求
が
な
さ
れ
、
第
一
審
判
決
は
．
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
規
定
の
適
用
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

よ
り
本
件
売
買
契
約
は
X
に
効
力
を
生
ず
る
と
し
て
、
X
の
請
求
を
認
容
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
Y
よ
り
控
訴
し
た
第
二
審
に
お
い
て
は
、

商
法
五
〇
四
条
の
適
用
を
問
題
と
し
た
上
で
、
「
商
法
第
五
〇
四
条
本
文
の
規
定
は
企
業
主
体
の
経
営
活
動
が
そ
の
組
織
の
下
に
あ
る
補
助
者
の
行

為
に
よ
り
大
量
的
継
続
的
に
展
開
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
個
々
の
行
為
に
つ
き
一
々
そ
の
主
体
（
本
人
）
の
名
を
表
示
す
る
こ
と
は
む

し
ろ
煩
雑
で
取
引
の
敏
活
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
相
手
方
も
行
為
の
主
体
（
本
人
）
を
認
識
す
る
の
に
困
難
が
な
く
そ
の
必
要
の
な
い
の

を
通
常
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
民
法
第
一
〇
〇
条
の
規
定
を
修
正
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
右
商
法
第
五
〇
四

条
本
文
が
適
用
さ
れ
る
の
は
相
手
方
に
お
い
て
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
行
為
し
た
こ
と
を
知
り
う
べ
か
り
し
場
合
に
か
ぎ
る
の
で
あ
つ
て
、
形

式
的
に
商
行
為
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
軽
々
に
商
法
第
五
〇
四
条
本
文
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
つ
と
も
か
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
民
法
第
一
〇
〇
条
但
書
と
の
関
連
に
お
い
て
右
商
法
第
五
〇
四
条
が
そ
の
特
別
規
定
た
る
意
義
を
失
わ
し
め

る
嫌
が
な
い
で
は
な
い
が
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
民
法
の
規
定
に
対
し
単
に
立
証
責
任
の
転
換
を
は
か
つ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
す
な
わ
ち
商
法
が
民

法
の
い
わ
ゆ
る
顕
名
主
義
に
対
し
非
顕
名
主
義
を
採
る
こ
と
か
ら
、
代
理
の
効
果
を
否
認
す
る
相
手
方
に
お
い
て
、
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
行

為
し
た
こ
と
を
知
り
又
は
知
り
う
べ
か
り
し
事
情
に
な
か
つ
た
こ
と
を
み
ず
か
ら
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
に
あ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
」
と
し
、
結
局
、
本
件
は
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
場
合
で
な
く
、
本
件
売
買
契
約
は
X
に
対
し
て
そ
の
効
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
生
じ
な
い
と
し
て
い
る
．
原
判
決
取
消
、
X
の
請
求
棄
却
の
判
決
に
対
し
、
X
よ
り
上
告
し
た
。
そ
の
上
告
理
由
と
し
て
は
。
原
判
決
の
趣
旨

　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
　
　
　
（
四
五
九
）



　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繍
五
〇
　
　
　
（
四
六
〇
）

に
よ
れ
ば
民
法
一
〇
〇
条
の
規
定
で
こ
と
足
り
、
商
法
五
〇
四
条
の
特
別
規
定
を
設
け
る
必
要
が
な
く
な
る
、
商
取
引
に
お
い
て
は
取
引
の
目
的

物
が
代
替
物
で
、
契
約
の
内
容
に
重
き
を
お
き
当
事
者
の
個
性
が
余
り
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
特
別
規
定
の
存
す
る
主
な
理
由

と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
本
人
の
側
に
お
い
て
商
行
為
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
相
手
方
の
た
め
に
も
商
行
為
で
あ
る
行
為
に
つ
い

て
は
な
お
さ
ら
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
る
、
原
判
決
が
本
件
に
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
な
し
と
し
た
の
は
同
条
の
解
釈
を
誤
つ
た
違
法
が
あ

（
3
）

る
と
し
て
い
る
。

　
判
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
商
法
五
〇
四
条
は
民
法
九
九
条
一
項
の
顕
名
主
義
に
対
す
る
例
外
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
は
、
一
々

本
人
の
名
を
示
す
こ
と
は
煩
雑
で
あ
り
、
相
手
方
に
お
い
て
も
そ
の
取
引
が
営
業
主
の
た
め
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
場
合
が

多
い
か
ら
で
あ
る
。
但
書
は
、
非
顕
名
主
義
を
徹
底
さ
せ
る
と
、
代
理
人
を
本
人
と
信
じ
て
取
引
を
し
た
相
手
方
に
不
測
の
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
相
手
方
を
像
護
し
、
関
係
当
事
者
間
の
利
害
を
調
和
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
か
よ
う
に
、
代
理
人

匠
対
し
て
履
行
の
請
求
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
し
て
い
る
趣
旨
は
、
本
人
と
相
手
方
と
の
間
に
は
、
す
で
に
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
つ
て
、

代
理
に
基
づ
く
法
律
関
係
が
生
じ
て
い
る
の
9
で
あ
る
が
、
相
手
方
に
お
い
て
、
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
と
き
（
過

失
に
よ
り
知
ら
な
か
つ
た
と
き
を
除
く
）
は
、
相
手
方
保
護
の
た
め
、
相
手
方
と
代
理
人
と
の
間
に
も
右
と
同
一
の
法
律
関
係
が
生
ず
る
も
の
と
し
、

相
手
方
は
、
そ
の
選
択
に
従
い
、
本
人
と
の
法
律
関
係
を
否
定
し
、
代
理
人
と
の
法
律
関
係
を
主
張
す
る
こ
と
を
許
容
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
り
、
相
手
方
が
代
理
人
と
の
法
律
関
係
を
主
張
し
た
と
き
は
、
本
人
は
、
も
は
や
相
手
方
に
対
し
、
右
本
人
相
手
方
間
の
法
律
関
係
の

存
在
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
相
手
方
が
代
理
人
と
の
間
の
法
律
関
係
を
主
張
す
る
に
つ
い
て
は
、
相
手
方

に
お
い
て
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
の
不
知
を
主
張
、
立
証
す
る
責
任
を
有
し
、
代
理
人
は
相
手
方
の
不
知
が
過
失
に
基
く
こ
と
を
主
張
、
立
証

し
て
そ
の
責
め
を
免
れ
う
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
原
判
決
が
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
適
用
さ
れ
る
場
合
を
限
定
し
て
い
る
の
は
同
条
の
解
釈
を
誤

つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
の
事
実
認
定
と
の
関
係
で
、
Y
は
X
と
の
取
引
関
係
を
否
定
し
、
本
件
売
買
契
約
の
一
方
の
当
事
者
は
A
で
あ
る
と



主
張
し
て
い
る
か
ら
、
X
は
Y
に
対
し
両
者
間
の
法
律
関
係
を
主
張
す
る
ヒ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
X
の
請
求
排
斥
と
い
う
結
論
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
た
原
判
決
は
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
二
　
本
件
控
訴
審
判
決
、
上
告
理
由
お
よ
び
最
高
裁
判
所
判
決
の
中
に
、
対
立
す
る
論
点
が
か
な
ウ
明
際
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
、
長
文
を
か

え
り
み
ず
引
用
を
行
つ
た
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
論
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
学
説
、
判
例
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
か
。
次
に
こ
の

点
に
つ
い
て
し
ば
ら
く
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
判
例
お
よ
び
商
法
学
者
に
よ
つ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
商
法
五
〇
四
条
の
存
在
理
由
を
列
挙
す
れ

ば
、
ω
商
取
引
の
簡
易
迅
速
“
敏
活
の
要
請
を
満
た
す
（
こ
れ
に
対
し
、
一
々
本
人
の
名
を
示
す
こ
と
は
煩
雑
）
、
③
取
引
の
安
全
睦
た
ま
た
ま
代
理
意

思
の
表
示
を
忘
れ
て
も
代
理
の
効
力
を
生
ず
る
、
③
本
人
が
自
己
の
名
を
表
示
し
な
い
で
機
敏
に
商
機
を
把
握
す
る
こ
と
を
う
る
、
㈲
実
際
上
、

相
手
方
は
、
本
人
－
代
理
人
間
の
事
情
を
知
つ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
、
㈲
商
取
引
に
お
い
て
は
当
事
者
の
個
性
が
問
題
に
な
ら
ず
取
引
の
内

容
が
重
視
さ
れ
る
、
さ
ら
に
、
⑥
商
取
引
を
限
定
し
て
大
量
的
継
続
的
取
引
に
注
目
し
、
こ
こ
で
は
、
相
手
方
は
営
業
主
の
存
在
と
補
助
者
に
よ

る
活
動
を
知
つ
て
い
る
こ
と
、
取
引
の
目
的
が
代
替
物
で
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。
同
一
の
判
決
、
著
書
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
理
由
の
い
く
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
同
時
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
理
由
が
同
時
に
並
び
立
ち
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ

（
6
）

る
。

　
商
法
五
〇
四
条
の
こ
の
よ
う
な
存
在
理
由
か
ら
、
同
条
本
文
が
規
定
す
る
効
果
は
、
代
理
意
思
の
表
示
が
な
く
と
も
本
人
に
効
力
を
生
ず
る
こ

と
で
あ
る
と
す
る
点
は
、
共
通
の
認
識
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
点
を
と
く
に
民
法
の
顕
名
主
義
に
対
す
る
例
外
規
定
、
便
宜
的
特
別
規
定
と
呼
ぶ

　
　
　
（
7
）

者
も
あ
る
。
問
題
は
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
規
定
の
適
用
上
、
代
理
意
思
の
表
示
が
な
い
こ
と
に
伴
つ
て
、
．
相
手
方
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
を
知
る
と
否
と
を
問
わ
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
．
本
条
の
存
在
意
義
を
認
め
る
者
は
、
相
手
方
不
知
の
場
合
を
含
む
と
し
、
本
条
の
存
在
に

反
対
を
唱
え
る
者
も
、
相
手
方
の
知
、
木
知
を
間
わ
ず
本
人
に
効
力
を
生
ず
る
と
い
う
の
が
本
文
の
規
定
の
内
容
で
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
と
し
て
同
条
を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
説
は
、
本
人
に
効
力
を
生
ず
る
と
い
う
の
は
、
相
手
方
が
本
人
に
対
し
効
力
を
主
張
し
う
る
の

　
　
　
武
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
　
　
　
（
四
六
一
）



　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
　
　
　
（
四
六
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

み
で
な
く
、
本
人
よ
り
相
手
方
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
主
張
し
う
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
特
色
の
あ
る
の
は
、

小
町
谷
博
士
の
説
で
、
但
書
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
相
手
方
不
知
の
場
合
に
、
相
手
方
が
本
人
ま
た
は
代
理
人
に
対
し
て
請
求
を
な
し
う
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

と
を
定
め
た
の
み
で
、
本
人
よ
り
請
求
を
な
し
う
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

　
次
に
、
但
書
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
不
知
の
場
合
に
相
手
方
が
不
測
の
損
害
を
蒙
る
と
い
う
不
都
合
を
除
去
し
取
引
の
安
全
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
点
で
は
、
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
議
論
が
分
か
れ
る
の
は
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
相
手
方
の
不
知
に
つ

い
て
の
過
失
の
有
無
に
関
す
る
．
す
な
わ
ち
、
過
失
の
有
無
を
間
わ
ず
、
相
手
方
は
本
人
ま
た
は
代
理
人
に
対
し
て
請
求
を
な
し
う
る
と
い
う
多

　
　
　
　
（
鴛
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

数
説
に
対
し
、
相
手
方
の
無
過
失
を
要
件
と
す
る
少
数
説
が
対
立
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
最
も
大
き
な
対
立
は
、
但
書
の
効
果
に
つ
い
て
、
不
知

（
或
は
無
過
失
不
知
）
の
相
手
方
か
ら
本
人
ま
た
は
代
理
人
に
履
行
の
請
求
を
な
し
う
る
と
す
る
点
で
は
間
題
は
な
い
が
、
本
人
か
ら
相
手
方
へ
の

請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
の
点
に
存
す
る
。
但
書
が
当
然
本
文
－
相
手
方
不
知
の
場
合
も
含
む
も
の
と
し
て
の
ー
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
本
文

と
同
じ
平
面
で
の
規
定
と
す
る
と
、
本
人
か
ら
相
手
方
へ
の
履
行
の
請
求
も
可
能
で
あ
り
、
相
手
方
は
そ
の
請
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

　
　
　
（
巧
）

と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
小
町
谷
博
士
の
異
説
が
あ
る
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
大
隅
最
高
裁
判
所
判
事
は
、
相
手
方
と
本
人

と
の
間
の
ほ
か
、
但
書
に
よ
り
、
相
手
方
と
代
理
人
と
の
間
に
も
契
約
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
相
手
方
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焔
）

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ぽ
、
相
手
方
に
そ
の
選
択
権
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
本
人
か
ら
相
手
方
へ
の
請
求
は

相
手
方
の
選
択
権
行
使
の
結
果
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
、
見
方
を
変
え
る
と
、
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
、
相
手
方
は
本
人
、
代
理
人

の
い
ず
れ
に
も
履
行
の
請
求
が
で
き
る
と
す
る
と
き
、
行
為
の
当
事
者
は
本
人
な
の
か
、
代
理
人
な
の
か
、
双
方
な
の
か
、
ま
た
、
当
事
者
が
本

人
だ
と
す
る
と
、
代
理
人
は
こ
の
但
書
の
規
定
に
よ
つ
て
い
か
な
る
立
場
に
立
つ
の
か
（
履
行
に
つ
い
て
だ
け
責
め
を
負
う
の
か
）
、
当
事
者
が
代
理
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

だ
と
す
る
と
、
本
人
に
も
請
求
し
う
る
の
は
ど
こ
に
根
拠
が
あ
る
の
か
が
間
題
で
あ
る
と
い
い
う
る
．
こ
の
点
は
、
ま
だ
十
分
解
明
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
．



さ
ら
に
、
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
範
囲
を
め
ぐ
つ
て
、
広
く
商
行
為
の
代
理
一
般
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
企
業
取
引
、
す
な
わ

ち
営
業
と
直
結
し
た
代
理
人
（
商
業
使
用
人
）
の
場
合
に
限
定
し
て

　
　
（
娼
）

で
き
る
。

、
本
条
の
合
理
性
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
最
近
の
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が

（
1
）
　
本
件
第
一
審
ー
名
古
屋
地
裁
豊
橋
支
部
判
決
、
判
例
時
報
五
一
五
号
二
七
頁
コ
メ
ソ
ト
よ
り
（
原
文
は
参
照
し
え
な
か
つ
た
）
。

（
2
）
　
本
件
控
訴
審
ー
名
古
屋
高
判
昭
四
〇
・
一
〇
・
一
四
判
例
時
報
四
二
七
号
四
七
頁
。
こ
れ
と
同
旨
の
判
決
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
三
九
・
三
・
二
五
判
例
タ
イ
ム
ズ

　
一
六
一
号
」
七
四
頁
が
あ
る
．

（
3
）
　
上
告
理
由
、
判
例
時
報
五
一
五
号
二
七
頁
。

（
4
）
　
本
件
最
高
裁
判
決
・
前
掲
。
本
判
決
の
解
説
と
し
て
、
杉
田
洋
一
・
金
融
法
務
事
情
五
一
六
号
二
四
i
六
頁
が
あ
る
．

（
5
）
　
た
と
え
ぱ
、
朝
高
判
大
一
三
・
一
一
・
一
六
商
判
集
上
四
八
二
頁
上
段
は
、
ω
お
よ
び
⑥
（
本
人
が
自
己
の
氏
名
を
表
示
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
）
を
挙
げ
、
小
町

谷
操
三
・
商
行
為
法
論
五
八
頁
は
、
ω
、
ω
、
紛
を
、
大
森
忠
夫
・
商
法
総
則
・
商
行
為
法
一
六
六
－
七
頁
は
、
ω
、
㈲
、
⑥
を
、
西
原
寛
一
・
商
行
為
法
一
二
二
頁
は
、

　
ω
、
ω
、
⑤
、
㈲
を
挙
げ
て
い
る
。

（
6
）
　
林
脇
・
前
掲
一
〇
頁
お
よ
び
一
三
頁
註
（
8
）
ー
（
1
2
）
参
照
。

（
7
）
　
た
と
え
ば
、
朝
高
判
・
前
掲
は
便
宜
規
定
と
い
い
、
松
本
黙
治
・
商
行
為
法
五
九
頁
は
、
民
法
九
九
条
お
よ
び
一
〇
〇
条
に
対
す
る
便
宜
的
特
別
規
定
と
い
い
、
岡

　
野
敬
次
郎
・
商
行
為
及
保
険
法
九
、
　
一
〇
頁
は
、
民
法
の
原
則
に
対
す
る
特
別
規
定
と
い
い
、
ま
た
民
法
に
対
す
る
変
例
と
い
い
、
石
井
照
久
・
改
訂
商
法
ロ
一
四
頁

　
は
、
顕
名
主
義
（
民
九
九
・
一
〇
〇
）
に
対
す
る
例
外
規
定
と
い
う
。

（
8
）
　
た
と
え
ぽ
、
朝
高
判
・
前
掲
、
大
判
明
三
九
・
五
・
二
二
民
録
一
二
輯
七
八
五
頁
、
大
森
・
前
掲
一
六
七
頁
、
大
隅
健
一
郎
・
商
行
為
法
三
三
頁
、
石
井
・
前
掲
一

　
四
頁
は
そ
の
よ
う
に
明
記
し
、
岡
野
・
前
掲
九
、
一
〇
頁
、
田
中
誠
二
・
新
版
商
行
為
法
八
八
頁
は
、
但
書
の
前
提
と
し
て
、
本
文
は
相
手
方
不
知
の
場
合
を
含
む
と
す

　
る
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
．

（
9
）
　
松
本
・
前
掲
六
〇
頁
は
、
商
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
．
相
手
方
不
知
に
か
か
わ
ら
ず
本
人
に
対
し
て
効
力
を
生
ず
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
民
法
の
原
則
に
対
す
る
改
悪

　
で
あ
る
と
す
る
。
竹
田
省
・
商
行
為
法
一
〇
1
一
二
頁
は
、
代
理
意
思
の
表
示
な
く
相
手
方
不
知
の
場
合
に
も
代
理
の
効
力
を
生
ず
る
と
す
る
通
説
の
解
釈
に
は
疑
問
が

　
あ
る
と
し
て
、
「
商
法
の
規
定
は
、
商
行
為
の
代
理
は
、
特
に
本
人
の
為
め
に
す
る
こ
と
を
明
示
せ
ず
と
も
、
事
実
上
其
事
を
見
得
れ
ば
足
る
と
す
る
当
然
の
規
定
で
あ
つ

　
て
、
民
法
第
一
〇
〇
条
但
書
と
同
趣
旨
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
解
す
る
」
。
鈴
木
竹
雄
・
新
版
商
行
為
法
・
．
保
険
法
・
海
商
法
一
一
頁
お
よ
び
輔
六
頁
註
は
、
商
法
の
規
定

　
は
商
行
為
の
特
性
に
応
じ
た
特
則
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
と
し
て
、
民
法
一
〇
〇
条
但
書
の
場
合
以
上
に
「
相
手
方
が
そ
れ
を
知
ら
ず
ま
た
知
り

　
う
べ
ぎ
場
合
で
な
か
つ
た
と
き
に
も
代
理
の
効
力
を
み
と
め
る
の
は
、
い
か
に
商
行
為
が
簡
易
迅
速
性
を
要
求
す
る
と
し
て
も
不
条
理
で
あ
つ
て
、
本
条
は
む
し
ろ
廃
止

　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
　
　
　
（
四
六
三
）



　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
五
四
　
　
　
（
四
六
四
）

す
べ
き
で
あ
る
。
』
と
す
る
。
西
原
・
前
掲
一
二
二
、
三
頁
は
、
代
理
に
関
す
る
民
法
と
商
法
の
差
異
は
、
形
式
的
に
は
、
相
手
方
の
無
過
失
不
知
の
と
き
、
民
法
で
は

そ
の
行
為
は
代
理
人
の
行
為
と
な
り
、
代
理
人
に
対
し
責
任
を
追
求
す
る
ほ
か
な
い
が
、
商
法
で
は
有
効
な
代
理
行
為
に
な
つ
て
い
る
か
ら
、
相
手
方
さ
え
そ
の
気
に
な

れ
ば
、
本
人
に
対
し
履
行
を
求
め
て
も
よ
い
結
果
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
認
め
る
こ
と
は
行
ぎ
過
ぎ
で
、
結
局
内
実
質
的
に
は
民
商
法
間
に
差
異
は
な
い
の
で
あ

　
り
、
た
だ
、
顕
名
主
義
を
採
る
民
法
と
非
顕
名
主
義
を
採
る
商
法
と
で
は
そ
の
出
発
点
が
逆
に
な
つ
て
い
る
の
で
、
立
証
責
任
の
問
題
に
影
響
を
生
じ
る
に
す
ぎ
な
い
と

す
る
．

（
10
）
　
朝
高
判
・
前
掲
、
田
中
誠
・
前
掲
八
七
、
八
頁
。

（
1
1
）
　
小
町
谷
・
前
掲
五
八
－
六
一
頁
は
、
代
理
人
は
簡
単
に
自
己
の
名
義
⑳
み
を
も
つ
て
本
人
の
た
め
に
取
引
を
な
し
う
る
が
、
代
理
意
思
の
表
示
な
く
相
手
方
不
知
の

　
場
合
、
「
な
ほ
そ
の
行
為
の
効
力
が
本
人
に
対
し
て
生
ず
る
も
の
と
な
す
こ
と
は
、
相
手
方
に
不
測
の
損
害
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
。
」
と
し
、
こ
の
不
都
合
を
除
去
す
る
の

が
但
書
の
規
定
で
あ
り
、
「
相
手
方
は
代
理
人
に
対
し
て
も
履
行
の
請
求
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
」
し
か
し
、
但
書
の
立
法
趣
旨
に
鑑
み
、
「
相
手
方
が
本
人
又
は
代
理
人

　
に
対
し
て
請
求
を
な
し
う
る
の
み
で
、
本
人
よ
り
請
求
を
な
し
う
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
竹
田
博
士
の
本
条
非
難
に
対
し
て
、
そ
の

非
難
は
、
相
手
方
不
知
の
場
合
に
、
本
人
か
ら
相
手
方
に
対
し
代
理
の
効
力
を
主
張
し
う
る
こ
と
を
認
め
る
前
提
に
立
つ
が
、
「
か
か
る
結
論
は
、
取
引
の
安
全
を
害
す

　
る
か
ら
、
勿
論
と
る
こ
と
を
得
な
い
。
同
条
但
書
の
規
定
は
、
代
理
関
係
を
知
ら
ざ
り
し
場
合
に
於
て
、
後
日
こ
れ
が
明
か
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
本
人
に
対
し
て
も
代

　
理
人
に
対
し
て
も
．
請
求
し
う
る
趣
旨
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
こ
の
小
町
谷
博
士
の
見
解
に
対
し
、
西
原
・
前
掲
一
二
三
頁
は
、
五
〇
四
条
本

　
文
が
非
顕
名
主
義
を
採
つ
た
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
、
小
町
谷
博
士
の
よ
う
に
制
限
的
に
解
す
る
理
由
は
な
く
、
「
た
だ
相
手
方
に
お
い
て
代
理
人
自
身
の
行
為
で
あ
る

　
と
の
抗
弁
権
を
有
す
る
だ
け
で
あ
る
。
」
と
再
反
論
す
る
。

（
1
2
）
　
岡
野
・
前
掲
九
、
一
〇
頁
は
、
相
手
方
不
知
の
場
合
、
「
全
然
本
人
二
対
シ
テ
其
権
利
ヲ
主
張
セ
シ
ム
ル
ハ
恰
モ
法
律
力
対
手
ヲ
強
ユ
ル
ニ
均
シ
故
二
此
場
合
二
於

　
テ
ハ
代
理
人
二
対
シ
テ
モ
其
権
利
ヲ
主
張
セ
シ
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
、
小
町
谷
’
・
前
掲
五
八
、
九
頁
、
石
井
・
前
掲
一
四
頁
は
、
不
測
の
損
害
と
い
う
表
現
を
用
い

　
て
い
る
。

（
1
3
）
　
松
本
・
前
掲
六
〇
頁
、
小
町
谷
・
前
掲
六
〇
頁
、
田
中
誠
・
前
掲
八
八
頁
、
石
井
・
前
掲
一
四
頁
。

（
1
4
）
　
大
森
・
前
掲
一
六
七
頁
、
大
隅
・
前
掲
三
四
頁
。
西
原
・
前
掲
一
二
二
、
三
頁
は
、
民
商
法
の
形
式
的
な
差
異
の
一
っ
と
し
て
、
商
法
五
〇
四
条
但
書
に
よ
れ
ば
、

相
手
方
過
失
不
知
の
場
合
に
も
代
理
人
に
対
し
て
履
行
の
請
求
が
で
き
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
「
民
法
の
一
般
規
定
で
さ
え
、
相
手
方
に
過
失
が
あ
れ
ば
保

護
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
企
業
活
動
の
簡
易
迅
速
性
を
旨
と
す
る
商
法
に
お
い
て
、
民
法
以
上
に
相
手
方
を
保
護
す
る
も
の
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な

　
い
。
」
と
し
て
、
相
手
方
の
無
過
失
不
知
を
要
件
と
す
る
の
と
同
様
の
結
果
を
認
め
る
。

（
1
5
）
　
朝
高
判
・
前
掲
．

（
1
6
）
　
大
隅
・
前
掲
三
三
、
四
頁
は
、
商
行
為
の
代
理
は
、
相
手
方
の
知
、
不
知
を
問
わ
ず
本
人
に
対
し
て
効
力
を
生
ず
る
が
、
相
手
方
が
代
理
人
を
本
人
と
誤
信
し
て
取

引
を
し
た
場
合
に
も
、
本
人
に
対
し
て
の
み
請
求
を
な
し
う
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
相
手
方
は
不
測
の
損
害
を
蒙
り
、
却
っ
て
取
引
の
安
全
を
害
す
る
。
そ
こ
で
但
書



　
ば
代
理
人
に
対
し
て
も
履
行
の
請
求
を
な
す
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
本
文
中
に
記
し
た
よ
う
に
加
ニ
ウ
の
契
約
関
僚
の
成
立
を
認
め
、
そ
み
い

ず
れ
を
選
択
し
て
請
求
す
る
か
は
相
手
方
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

（
17
）
　
岡
野
・
前
掲
一
〇
頁
は
、
「
代
理
人
力
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
示
サ
ス
且
相
手
方
力
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
ヲ
知
ラ
ス
又
ハ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場
合
二
於
テ
」

も
「
本
人
ノ
行
為
ト
シ
本
人
ト
相
手
方
ト
ノ
間
二
直
接
ノ
効
果
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
」
こ
と
を
認
め
、
こ
れ
「
則
チ
商
法
ノ
民
法
二
対
ス
ル
変
例
ナ
リ
」
と
し
、
「
其
行
為
ヲ

代
理
人
自
己
ノ
行
為
ト
セ
サ
ル
ハ
其
変
例
ノ
結
果
二
過
キ
ス
而
シ
テ
代
理
人
ヲ
シ
テ
履
行
ノ
責
二
任
セ
シ
ム
ル
ハ
自
己
ノ
行
為
ト
シ
テ
責
任
ヲ
負
担
ス
ル
ニ
非
ス
本
人
ノ

　
行
為
ナ
ル
モ
尚
相
手
方
二
対
シ
テ
責
任
ヲ
負
担
ス
ル
ノ
謂
ナ
リ
是
ハ
商
法
ノ
特
別
規
定
ニ
シ
テ
直
接
民
法
ノ
代
理
二
関
ス
ル
規
定
ト
相
渉
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
す
る
。
田
中

　
誠
・
前
掲
八
八
頁
は
、
本
人
と
代
理
人
と
は
、
い
ず
れ
も
行
為
の
当
事
者
と
し
て
、
不
真
正
連
帯
債
務
を
負
担
す
る
と
し
、
小
町
谷
・
前
掲
六
〇
頁
も
、
同
様
に
説
く

　
が
、
小
町
谷
博
士
の
場
合
は
、
本
人
の
行
為
の
当
事
者
と
し
て
の
地
位
は
何
を
根
拠
と
し
て
生
ず
る
の
か
、
博
士
の
前
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
と
の
関
連
で
必
ず
し
も
明
確

　
で
な
い
。

（
1
8
）
　
た
と
え
ば
、
鈴
木
・
前
掲
一
六
、
七
頁
は
、
（
商
法
五
〇
四
条
の
規
定
の
存
在
に
批
判
的
な
立
場
か
ら
）
「
本
条
は
商
行
為
の
代
理
す
べ
て
の
規
定
と
さ
れ
て
い
る

　
が
、
商
業
使
用
人
の
よ
う
に
代
理
関
係
が
当
然
わ
か
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
が
一
応
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
非
商
人
た
る
相
手
方
の
代
理
人
に
つ

　
い
て
は
何
と
し
て
も
お
か
し
い
。
」
と
し
、
伊
沢
孝
平
・
商
行
為
法
保
険
法
海
商
法
二
八
、
九
頁
も
、
商
業
使
用
人
が
代
理
行
為
を
す
る
場
合
に
は
代
理
の
背
後
に
存
す

　
る
営
業
関
係
が
そ
の
代
理
行
為
た
る
こ
と
を
示
す
か
ら
よ
い
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
は
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
と
す
る
。
大
隅
・
前
掲
三
四
頁
も

　
同
旨
で
あ
り
、
西
原
・
前
掲
一
二
二
頁
も
、
本
条
の
存
在
理
由
に
つ
き
大
量
的
継
続
的
取
引
、
営
業
主
の
補
助
者
に
よ
る
活
動
を
前
提
と
し
て
い
る
し
、
石
井
・
前
掲
嚇

　
五
頁
も
同
様
で
あ
る
。
絶
対
的
商
行
為
に
つ
ぎ
ー
本
人
の
営
業
と
は
無
関
係
、
個
別
的
に
さ
れ
た
営
利
行
為
に
す
ぎ
ず
、
代
理
行
為
の
存
在
を
認
め
う
べ
ぎ
事
情
ま
た

　
は
外
観
が
な
い
と
し
て
1
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
適
用
を
否
定
し
た
も
の
に
、
岐
阜
地
判
昭
三
七
・
二
・
六
下
級
民
集
＝
二
巻
二
号
一
七
〇
頁
が
あ
る
。
こ
の
判
例
批

　
評
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
以
後
、
本
条
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
ご
と
に
よ
つ
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
本
条
の
存
在
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
一
種
の
類
型
論
が
出
て
き

　
た
．
た
と
え
ば
、
田
中
昭
・
商
事
法
務
研
究
三
二
七
号
二
六
九
ー
二
七
一
頁
（
岐
阜
地
判
・
前
掲
に
賛
成
の
評
釈
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
谷
川
久
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三

　
五
二
号
一
〇
九
－
一
一
〇
頁
の
反
対
の
評
釈
が
あ
る
）
、
高
鳥
正
夫
・
財
政
経
済
弘
報
一
二
七
〇
号
八
、
九
頁
（
本
件
最
高
裁
判
所
判
決
に
ふ
れ
て
い
る
）
参
照
。

三

（1）
一
　
上
述
の
商
法
五
〇
四
条
を
め
ぐ
る
学
説
、
判
例
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ま
ず
、
同
条
本
文
の
意
義
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

商
法
五
〇
四
条
本
文
は
、
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
規
定
か
、
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
規
定
か
、
こ
の
点
、
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合

一
五
五

（
四
六
五
V

民



　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
　
　
　
（
四
六
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

法
九
九
条
一
項
は
、
文
言
上
、
「
代
理
人
力
…
…
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
テ
為
シ
タ
ル
意
思
表
示
ハ
直
接
二
本
人
二
対
シ
テ
其
効
力
ヲ
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
ヤ

ス
」
（
傍
点
林
脇
・
以
下
傍
点
に
つ
き
同
じ
）
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
は
「
商
行
為
ノ
代
理
人
力
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ

ヲ
示
サ
サ
ル
ト
キ
ト
難
モ
其
行
為
ハ
本
人
二
対
シ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
両
者
の
効
果
は
と
も
に
本
人
に
対
し
て
効
力
を
生
ず

る
ど
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
効
力
を
生
ず
る
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。
民
法
九
九
条
一
項
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
文
言
上
、

前
者
は
意
思
表
示
の
効
力
、
後
者
は
法
律
行
為
の
効
力
を
指
す
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ

ち
、
意
思
表
示
の
効
力
と
い
う
と
き
、
一
つ
は
、
た
と
え
ば
そ
の
意
思
表
示
が
申
込
の
意
思
表
示
で
あ
れ
ば
申
込
の
拘
束
力
と
い
つ
た
い
わ
ば
意

思
表
示
の
形
式
的
な
効
力
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
効
力
は
意
思
表
示
の
内
容
に
基
く
も
の
で
は
な
く
．
な
さ
れ
た
意
思
表
示
に
共
通
に
阻
着
す
る

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
意
思
表
示
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
な
さ
れ
た
が
た
め
に
こ
の
効
力
だ
け
が
独
立
し
て
本
人
に
帰
属
す
る
と

い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
意
思
表
示
の
効
力
と
い
う
と
ぎ
、
他
の
一
つ
は
、
意
思
表
示
が
表
現
行
為
の
一
種
で
あ
り
し
か
も
意
欲
が
表
現
さ

れ
そ
れ
を
組
成
分
子
と
し
て
法
律
行
為
が
成
立
し
た
と
き
に
は
そ
の
意
欲
の
内
容
通
り
の
効
果
が
発
生
す
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
効
果
の
源
に

な
る
意
欲
の
内
容
、
意
思
表
示
の
内
容
を
指
す
。
民
法
九
九
条
一
項
の
意
思
表
示
の
効
力
は
こ
の
後
者
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
次

の
通
り
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
代
理
意
思
の
表
示
と
考
え
ら
れ
、
代
理
意
思
が
効
果
意
思
に
含
ま
れ
、

そ
こ
か
ら
生
ず
る
効
果
に
つ
い
て
は
私
的
自
治
の
原
理
が
働
く
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
代
理
意
思
の
表
示
を
め
ぐ
る
問
題
は
意
思
表
示
の
問
題
で

あ
り
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
効
ガ
も
効
果
意
思
の
内
容
、
或
は
こ
れ
に
相
応
す
る
法
律
効
果
、
す
な
わ
ち
意
思
表
示
を
組
成
分
子
と
す
る
法

律
行
為
の
任
意
的
法
律
効
果
（
意
思
に
基
く
効
果
を
仮
り
に
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
思
表
示
の
効
力
と
法
律
行
為
の
効
力
と
が
結
び

つ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
法
律
行
為
の
効
果
、
そ
の
う
ち
の
任
意
的
法
律
効
果
は
元
来
そ
れ
を
組
成
す
る
意
思
表
示
の
内
容
に
他
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
実
は
民
法
九
九
条
一
項
の
規
定
も
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
規
定
も
表
現
が
不
完
全
で
あ
つ
て
、
前

老
は
、
「
代
理
人
ヵ
－
…
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
テ
為
シ
タ
ル
意
思
表
示
ハ
』
こ
れ
に
よ
り
組
成
さ
れ
る
法
律
行
為
の
当
事
者
は
本
入



で
あ
る
と
い
う
内
容
を
有
し
、
し
た
が
つ
て
こ
れ
に
よ
り
組
成
さ
れ
る
法
律
行
為
上
の
効
果
は
「
本
人
二
対
シ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス
」
、
後
者
は
「
商

行
為
」
を
組
成
す
る
意
思
表
示
の
「
代
理
人
力
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
示
サ
サ
ル
ト
キ
ト
難
モ
」
（
後
述
の
一
定
の
要
件
の
下
に
）
そ
の
意
思
表

示
は
本
人
の
た
め
に
す
る
も
の
と
取
り
扱
わ
れ
、
し
た
が
つ
て
こ
れ
に
よ
り
組
成
さ
れ
る
法
律
「
行
為
」
上
の
効
果
は
「
本
人
二
対
シ
テ
其
効
力

ヲ
生
ス
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
民
法
九
九
条
一
項
と
商
法
五
〇
四
条
本
文
と
は
一
見
異
る
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
が
、
前
者
で
は
、
効
果
意
思
の
内
容
と
し
て
顕
名
を
要
す

る
と
い
う
点
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
意
思
表
示
の
要
件
の
面
か
ら
規
定
し
、
後
者
で
は
、
効
果
意
思
の
内
容
と
し
て
た
と
え
顕
名
が
な
く
と
も
本

人
に
法
律
行
為
上
の
効
果
が
及
び
う
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る
た
め
に
法
律
行
為
の
効
力
の
面
か
ら
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
者
に
お
い
て

も
、
代
理
意
思
の
表
示
を
要
す
る
か
否
か
が
意
思
表
示
の
要
件
、
効
果
意
思
の
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、
意
思
表
示
の
面
か
ら
考
察
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
つ
と
も
こ
れ
と
異
る
考
え
方
で
可
能
な
途
は
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
は
代
理

意
思
表
示
の
要
件
と
し
て
効
果
意
思
中
に
代
理
意
思
の
表
示
さ
れ
る
こ
と
を
全
く
要
求
し
て
い
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
意
思
表
示
を
組
成

分
子
と
す
る
法
律
行
為
の
効
力
は
意
思
に
基
く
効
果
で
は
な
く
何
等
か
他
の
特
別
の
要
件
に
基
く
い
わ
ば
法
定
的
な
法
律
効
果
で
あ
る
と
す
る
こ

　
　
（
1
）

と
で
あ
る
。
こ
の
点
の
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
上
述
の
効
力
が
意
思
に
基
く
い
わ
ぽ
任
意
的
法
律
効
果
で
あ
る
と
す
る
前
提
に
立
つ

な
ら
ば
、
一
般
の
意
思
表
示
の
場
合
と
同
様
に
、
ま
ず
、
意
思
表
示
の
内
容
、
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致
（
契
約
と
い
う
法
律
行
為
を
考
え
る
場

合
）
、
意
思
表
示
の
内
容
に
基
く
効
果
の
発
生
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
③
　
ひ
と
ま
ず
上
述
の
前
提
に
立
つ
て
考
え
る
と
ぎ
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
に
お
い
て
「
商
行
為
ノ
代
理
人
力
」
と
い
う
の
は
、
商
行
為
を
組

成
す
る
意
思
表
示
の
代
理
人
が
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
や
や
詳
細
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
誰
に
と
つ
て
商
行
為
で
あ
る
こ
と
が
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
な
る
か
が
問
題
と
な
り
、
一
般
に
相
手
方
の
あ
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
、
本
人
に
と
つ
て
商
行
為
で
あ
る
か
、
相
手
方
に
と
つ
て
商
行
為
で
あ

る
か
の
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
次
の
図
①
の
場
合
は
能
働
代
理
の
場
合
で
あ
つ
て
、
本
人
に
と
つ
て
商
行
為
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
㈹
の
場

　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
　
　
　
（
四
六
七
）



代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
摺
さ
れ
る
場
合

（1）

本人　　相手方

x／Y
A

代理人

（ii）

本人　　　相手方

X　　　　　　Y

　A

代理人

一→は意思表示を表

わし、矢印は意思表

示の方向を示す。

法
五
〇
四
条
本
文
は
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
商
行
為
の
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
さ
な
い
で
意
思
表
示
を
な
し
た
場
合
に
も
、

の
意
思
表
示
を
組
成
分
子
と
し
て
法
律
行
為
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、

め
前
段
の
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
さ
な
い
で
意
思
表
示
を
な
し
た
と
き
に
、

立
し
う
る
の
か
、
そ
も
そ
も
法
律
行
為
が
成
立
し
う
る
の
か
、
或
は
成
立
し
う
る
と
し
て
も
何
等
か
他
の
要
件
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
が
問
題

と
な
り
、
こ
の
点
、
学
説
は
必
ず
し
も
明
か
に
し
て
い
な
い
．
多
数
説
は
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
適
用
範
囲
を
広
く
非
顕
名
の
す
べ
て
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

及
ぶ
と
し
、
代
理
意
思
の
表
示
が
な
く
、
代
理
人
が
代
理
意
思
を
有
す
る
こ
と
を
相
手
方
が
知
つ
て
い
る
か
否
か
〔
知
、
不
知
〕
、
も
し
く
は
知

り
う
べ
き
を
過
失
に
よ
つ
て
知
ら
な
い
か
知
り
う
べ
ぎ
場
合
で
な
い
か
〔
過
失
不
知
、
無
過
失
不
知
〕
等
を
問
わ
な
い
と
す
る
．
多
数
説
の
こ
の

立
場
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
意
思
表
示
か
ら
何
故
本
人
、
相
手
方
を
当
事
者
と
す
る
法
律
行
為
が
成
立
す
る
か
、
多
数
説
は
こ
れ
を
当
然
の
前
提

と
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
こ
の
代
理
の
効
力
を
意
思
に
基
く
効
果
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
に
何
等
か
の
要
件
を
必

要
と
し
な
い
か
が
間
題
と
な
る
。
し
か
し
、
多
数
説
は
こ
の
点
に
ふ
れ
て
い
な
い
（
上
述
の
最
高
裁
判
所
判
決
お
よ
び
こ
の
判
決
の
理
論
的
基
礎
と
な
つ

た
か
と
思
わ
れ
る
大
隅
．
前
掲
三
一
二
、
四
頁
は
、
こ
の
点
に
つ
ぎ
や
や
積
極
的
な
考
察
を
行
つ
て
い
る
）
。
少
数
説
は
、
こ
れ
に
対
し
、
商
法
五
〇
四
条
本

文
の
適
用
に
つ
き
、
相
手
方
の
知
も
し
く
は
過
失
不
知
を
要
件
と
す
る
．
こ
の
限
り
で
．
一
方
、
そ
の
意
思
表
示
は
本
人
の
た
め
に
こ
れ
を
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
五
八
　
　
　
（
四
六
八
）

合
は
受
働
代
理
の
場
合
で
あ
つ
て
、
相
手
方
に
と
つ
て
商
行
為
で
あ
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
。
以
上
の
点
に
附
随
し
て
い
う
な
ら
ば
、
商
法
五
〇
四
条
本

文
は
形
式
上
能
働
代
理
の
面
か
ら
規
定
し
て
い
る
か
ら
「
商
行
為
ノ
代
理
人

力
」
と
い
う
規
定
の
仕
方
に
な
る
が
．
後
述
の
よ
う
に
受
働
代
理
の
面
を
考

え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
つ
て
、
商
行
為
を
な
す
相
手
方
が
代
理
人
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
意
思
表
示
を
な
す
場
合
に
こ
れ
を
類
推
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

　
そ
の
効
果
は
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
．
と
こ
ろ
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
組
成
分
子
と
し
て
い
か
な
る
内
容
の
法
律
行
為
が
成



た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
他
方
、
椙
手
方
の
な
す
意
思
表
示
も
本
人
に
効
果
が
及
ぶ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
．

　　　①

A／
　　　　②

YはAの代理意思を
知りまたは知ること

をうべかりし場合

説
明
と
し
て
立
証
責
任
の
違
い
を
挙
げ
る
学
説
が
あ
る
が

五
〇
四
条
を
た
だ
そ
れ
だ
け
の
た
め
の
規
定
と
解
す
る
こ
と
に
難
点
が
あ
る
。

　
二
　
そ
こ
で
、
基
本
的
に
は
多
数
説
の
立
場
ー
商
法
五
〇
四
条
の
存
在
を
活
用
し
よ
う
と
い
う
ー
に
立
ち
な
が
ら
、
少
数
説
の
唱
え
る
相

手
方
の
知
、
過
失
不
知
と
い
う
要
件
と
は
別
の
要
件
が
同
条
の
適
用
上
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
が
可
能
と
な
ろ
う
．
た
と
え
ば
、
商
法
五
〇

四
条
の
本
文
、
但
書
を
別
々
に
考
え
ず
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
は
広
く
適
用
が
あ
り
、
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
相
手
方
ー
本
人
の
関
係
（
a
の
関

係
と
呼
ぶ
）
が
成
り
立
ち
、
ま
た
、
但
書
で
は
相
手
方
の
不
知
或
は
無
過
失
不
知
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
商
法
五
〇
四
条
但
書
の
条
文
そ
の
ま
ま
で
は
「
知

ラ
サ
リ
シ
ト
キ
』
㍑
不
知
の
み
を
要
件
と
す
る
が
、
民
法
一
〇
〇
条
但
書
の
要
件
「
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
カ
リ
シ
ト
キ
」
の
裏
返
し
と
し
て
、
単
な
る
不
知
で
は
足

り
ず
無
過
失
不
知
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
立
場
も
あ
る
V
の
場
合
に
、
相
手
方
ー
代
理
人
の
関
係
（
b
の
関
係
と
呼
ぶ
）
が
成
り
立
つ
と
す
る
。
こ
こ
で
、

a
、
わ
の
二
つ
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
見
解
が
分
か
れ
う
る
が
、
皿
つ
は
、
a
が
本
則
で
あ
り
、
b
は
附
随
的
に
特
殊
な
意
味
で

設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
条
文
の
文
言
そ
の
ま
ま
に
相
手
方
か
ら
代
理
人
に
履
行
の
請
求
が
で
き
る
と
い
う
関
係
だ
け
を
認
め
よ
う
と
す

る
（
代
理
人
は
行
為
の
当
事
者
で
億
な
く
、
代
理
人
か
ら
相
手
方
へ
の
講
求
は
認
め
ら
れ
な
い
）
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
で
は
、
相
手
方
の

　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
　
　
　
（
四
六
九
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
後
の
点
に
つ
い
て
は
少

数
説
も
明
言
し
て
い
な
い
が
、
上
の
図
に
お
け
る
①
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
そ
れ
を
組
成
分
子
と
す
る
法
律
行

為
の
効
力
が
本
人
に
発
生
す
る
と
し
、
法
律
行
為
上
の
効
果
の
発
生
ま
で
考
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
前
提
と
し
て
本
人
－
相
手
方
間
に
法
律
行
為
が
成
立
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
意
思
表
示
の
合
致
が

あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
民
法
一
〇
〇
条
但
書
に
つ
い
て

も
考
え
ら
れ
、
し
た
が
つ
て
、
少
数
説
の
側
か
ら
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
は
民
法
一
〇
〇
条
但
書
と
根
本
に
お

い
て
異
ら
な
い
と
さ
れ
る
と
、
と
く
に
商
法
五
〇
四
条
を
設
け
た
意
味
が
あ
る
か
が
疑
間
と
な
る
。
こ
の
点
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
原
教
授
の
説
お
よ
び
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
み
ら
れ
る
本
件
原
審
判
決
参
照
）
、
商
法



　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇
　
　
．
（
四
七
〇
）

不
知
或
は
無
過
失
不
知
の
場
合
で
も
．
本
人
か
ら
相
手
方
へ
の
請
求
に
相
手
方
は
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
（
相
手
方
は
代
理
人
か
ら
の
請
求

に
応
じ
て
履
行
を
済
ま
せ
た
が
、
代
理
人
は
行
為
の
当
事
者
で
な
い
か
ら
こ
れ
は
有
効
な
弁
済
と
な
ら
ず
、
さ
ら
に
本
人
か
ら
の
請
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
．
代
理
人
に
対
す
る
弁
済
が
債
権
の
準
占
有
者
に
対
す
る
弁
済
と
し
て
保
護
さ
れ
る
か
否
か
は
別
の
間
題
で
あ
る
）
、
実
際
的
に
も
疑
問
が
残
る
．
他
の
一

つ
は
、
b
が
本
則
で
あ
り
、
a
の
う
ち
の
相
手
方
の
不
知
或
は
無
過
失
不
知
の
場
合
は
補
助
的
に
附
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、
し
た
が
つ
て
こ
の

場
合
に
は
本
人
か
ら
相
手
方
へ
の
請
求
は
相
手
方
が
不
知
或
は
無
過
失
不
知
を
主
張
、
立
証
す
れ
ば
容
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
（
．
」
こ
で
は
相
手
方
が

本
人
か
ら
の
請
求
を
否
定
す
る
と
い
う
い
わ
ば
抗
弁
権
的
な
構
成
を
挙
げ
た
が
、
今
回
の
最
高
裁
判
所
判
決
は
相
手
方
が
a
の
関
係
を
選
択
す
る
か
b
の
関
係
を

選
択
す
る
か
と
い
う
い
わ
ば
選
択
権
的
な
構
成
を
と
つ
て
い
る
．
根
本
的
に
は
同
じ
意
味
を
も
つ
て
い
る
）
．
こ
の
後
の
考
え
方
は
少
数
説
に
近
づ
い
て
く
る

が
、
少
数
説
で
は
本
文
の
適
用
さ
れ
る
場
合
と
但
書
の
適
用
さ
れ
る
場
合
と
が
事
例
に
よ
つ
て
分
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
説
で
は
両
者
が
重

な
り
、
た
だ
、
本
人
か
ら
相
手
方
へ
の
請
求
に
対
し
て
は
相
手
方
は
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
相
手
方
か
ら
は
本
人
に
対
す
る
関
係

を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。

　
以
上
の
多
数
説
、
少
数
説
に
共
通
の
理
論
上
の
曖
昧
さ
は
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
論
及
と
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
論
及
と
の
混
乱
に
由
来
す

る
．
こ
の
点
を
意
識
し
な
が
ら
、
多
数
説
と
少
数
説
と
の
間
に
も
う
一
つ
の
考
え
方
が
現
わ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数
説
に
対
し
て
は
、
相
手

方
の
不
知
或
は
無
過
失
不
知
の
場
合
に
無
条
件
に
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
適
用
が
あ
り
、
し
か
も
法
律
行
為
の
当
事
者
と
し
て
当
然
本
人
、
相
手

方
の
結
び
つ
ぎ
が
で
き
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
向
け
、
少
数
説
に
対
し
て
は
、
相
手
方
の
不
知
或
は
無
過
失
不
知
（
こ
と
に
無
過
．

失
不
知
の
場
合
）
の
場
合
に
は
全
く
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
適
用
が
な
い
と
し
て
し
ま
え
ば
民
法
一
〇
〇
条
適
用
の
結
果
ど
同
じ
に
な
り
、
商
法
五

〇
四
条
を
設
け
た
意
味
が
な
く
な
つ
て
し
ま
う
か
ら
．
こ
の
場
合
に
も
同
条
適
用
の
可
能
性
を
或
る
要
件
の
下
に
残
す
べ
き
だ
と
す
る
．

　
三
　
こ
の
最
後
の
方
向
を
今
回
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
場
合
を
例
に
と
つ
て
考
え
て
み
よ
う
。
左
図
に
お
け
る
①
の
意
思
表
示
に
つ
い
て

は
、
A
に
代
理
意
思
が
あ
る
が
、
そ
の
表
示
が
な
い
。
そ
し
て
②
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
①
の
意
思
表
示
に
っ
い
て
A
が
X
の
た
め
に
す
る



　
Y・

グ
②

　
　
　
　
A

　
X

を
考
慮
に
入
れ
る
と
な
る
と

ち
、
こ
れ
を
組
成
分
子
と
し
て
法
律
行
為
が
成
立
し
た

し
、
②
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、

し
て
法
律
行
為
が
成
立
し
た
と
き
に
法
律
行
為
上
の
効
果
が
本
人
に
発
生
す
る
こ
と
は
予
期
さ
れ
て
い
な
い
。

示
に
よ
つ
て
当
然
に
は
X
、

ら
な
い
。
そ
こ
で
、

の
で
あ
る
か
ら
（
X
に
っ
い
て
は
A
に
代
理
権
を
与
え
て
い
る
場
合
、

え
て
い
な
い
と
し
て
も

は
代
理
意
思
を
も
つ
て
い
る
）
、

と
し
て
X
と
の
間
に
効
果
を
生
ぜ
し
め
う
る
と
考
え
る
。

　
も
つ
と
も
、
こ
の
Y
の
も
う
一
つ
の
意
思
表
示
を
ど
の
よ
う
に
法
律
構
成
す
る
か
の
問
題
が
残
る
。
今
回
の
最
高
裁
判
所
判
決
の
選
択
と
い
う

考
え
方
の
基
礎
に
は
、
い
わ
ゆ
る
選
択
債
権
に
お
け
る
愚
択
の
よ
う
に
、
す
で
に
A
、
Y
間
お
よ
び
X
．
Y
間
に
そ
れ
ぞ
れ
を
当
事
者
と
す
る
合

　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一
　
　
　
（
四
七
｝
）

こ
と
を
Y
は
（
知
ら
ず
も
し
く
は
）
知
り
う
べ
き
場
合
で
な
い
、
し
た
が
つ
て
Y
は
代
理
意
思
な
く
そ
の
表
示
を
し
て
い
な
い

と
い
う
場
合
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
民
法
九
九
条
、
一
〇
〇
条
の
み
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
に
よ

れ
ば
、
①
の
意
思
表
示
の
内
容
は
こ
れ
を
組
成
分
子
と
し
て
法
律
行
為
が
成
立
し
た
場
合
の
当
事
者
は
A
、
Y
で
あ
る
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
意
思
表
示
が
成
立
す
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
①
の
意
思
表
示
と
同
じ
内
容
の
意
思
表

示
と
し
て
成
立
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
①
、
②
の
意
思
表
示
を
基
礎
と
し
て
法
律
行
為
の
観
点
か
ら
は
、
A
、
Y
間
に
合
意

が
成
立
し
、
A
、
Y
を
当
事
者
と
し
て
、
べ
Y
間
に
法
律
行
為
上
の
効
果
が
帰
属
す
る
．
こ
れ
に
対
し
、
商
法
五
〇
四
条

　
　
　
、
①
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
組
成
分
子
と
す
る
法
律
行
為
の
当
事
者
は
X
で
あ
る
と
い
う
内
容
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
或
は
成
立
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
）
場
合
に
は
、
X
に
効
果
を
及
ぼ
し
う
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
そ
の
内
容
は
Y
、
A
を
当
事
者
と
す
る
効
果
発
生
を
狙
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
組
成
分
子
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
つ
て
、
①
、
②
の
意
思
表

　
　
　
Y
間
に
効
果
が
及
ぶ
べ
き
も
の
と
し
て
は
合
意
は
成
立
せ
ず
、
そ
の
効
果
も
発
生
し
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

商
法
五
〇
四
条
本
文
を
生
か
す
途
は
、
X
（
A
）
の
側
で
は
そ
の
行
為
に
よ
つ
て
X
に
効
果
の
及
ぶ
こ
と
は
承
知
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
は
A
の
現
実
の
意
思
表
示
に
任
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
X
が
A
に
代
理
権
を
与

、
そ
の
点
は
無
権
代
理
の
問
題
と
し
て
処
理
す
れ
ば
よ
く
、
代
理
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
A
の
意
思
を
問
題
と
す
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
A

　
　
　
　
X
（
A
）
の
側
で
は
法
律
行
為
上
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
に
支
障
は
な
く
、
Y
の
も
う
一
つ
の
意
思
表
示
を
要
件



　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
み
適
用
さ
れ
惹
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
大
二
　
　
　
（
四
七
二
）

意
が
成
立
し
て
い
る
と
す
る
考
え
が
あ
つ
て
、
但
し
債
権
関
係
は
そ
の
い
ず
れ
か
一
づ
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
確
定
す

る
行
為
が
Y
の
選
択
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
間
題
甚
し
て
い
る
Y
の
意
思
表
示
は
、
A
、
Y
間
の
他
に
す
で
に
X
、
Y
問
に
合
意

が
成
立
し
て
い
る
の
を
そ
の
い
ず
れ
か
に
確
定
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
Y
の
意
思
表
示
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
X
、
Y
間
に
合
意
が
成
立
し

（
そ
の
成
立
の
時
期
を
何
時
に
す
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
こ
の
Y
の
も
う
一
つ
の
意
思
表
示
を
前
提
と
し
て
、
初
め
の
二
つ
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
1
一
般

に
は
そ
れ
に
よ
つ
て
合
意
が
成
立
す
る
は
ず
の
ー
時
期
に
成
立
す
る
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
）
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
つ
て
A
、
Y
問
に
成
立
す
る
も
の
と

み
ら
れ
た
合
意
が
排
除
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
A
、
Y
間
に
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
合
意
は
、
A
の
内
心
の
意
思
に
基
か
な
い
も

の
で
あ
る
が
（
し
た
が
つ
て
一
般
に
は
錯
誤
の
主
張
が
許
ざ
れ
る
場
合
で
あ
る
）
、
Y
の
信
頼
保
護
の
た
め
民
法
一
〇
〇
条
本
文
が
と
く
に
規
定
し
た
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
の
Y
が
X
と
の
間
に
合
意
を
成
立
せ
し
め
よ
う
と
す
る
限
り
で
、
A
と
の
間
に
認
め
ら
れ
た
合
意
を
排
除
す

る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
．
以
上
の
よ
う
に
、
X
、
Y
間
に
合
意
が
成
立
す
る
の
は
Y
の
意
思
表
示
（
明
示
の
意
思
表
示
で
あ
る
必
要
は
な
い
）
を
ま

つ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
初
め
の
①
、
②
の
意
思
表
示
の
み
に
基
い
て
X
か
ら
Y
に
当
然
に
は
履
行
の
請
求
は
で
き
な
い
。
こ
の
請
求
が
あ
つ
て

も
Y
は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
民
法
一
〇
〇
条
但
書
の
適
用
上
、
本
人
の
側
か
ら
Y
が
A
の
代
理
意
思
を
知
り
ま
た
は

知
る
こ
と
を
う
べ
か
り
し
場
合
は
こ
れ
を
主
張
、
立
証
し
て
X
か
ら
Y
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
商
法
五
〇
四
条
但
書
で
は
、
Y
が
A
の

代
理
意
思
を
知
ら
ざ
り
し
と
き
は
Y
が
こ
れ
を
主
張
、
立
証
し
て
X
か
ら
Y
へ
の
請
求
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
上
述
の
よ
う
に
、

Y
は
不
知
の
場
合
で
も
（
後
に
こ
の
事
情
を
知
つ
た
と
き
は
）
こ
の
主
張
を
な
さ
ず
、
X
の
請
求
に
応
じ
て
履
行
を
な
し
、
ま
た
Y
か
ら
X
に
対
し

請
求
す
る
こ
と
の
可
能
な
こ
と
拡
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
商
法
五
〇
四
条
但
書
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
」
〔
不
知
〕
と
し
て
い
る
の
は
、
民
法
一
〇
〇
条
但
書
が
「
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ

ち
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ち
　
　
う
　
　
ち
　
　
ち

又
ハ
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
カ
リ
シ
ト
キ
ハ
」
（
こ
れ
の
裏
返
し
は
）
〔
無
過
失
不
知
〕
と
し
て
い
る
の
に
対
比
し
て
不
都
合
で
あ
る
と
す
る
論
が
あ

る
．
こ
の
論
に
は
相
当
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
も
思
う
が
（
本
人
の
側
で
は
本
人
に
効
果
が
帰
属
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
相
手
方
が



代
理
人
の
代
理
意
思
を
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
相
手
方
を
民
法
に
お
け
る
規
制
以
上
に
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
点
で
）
、
両

規
定
の
具
体
的
な
適
用
の
場
を
考
え
て
み
る
と
、
民
法
一
〇
〇
条
と
商
法
五
〇
四
条
と
で
は
立
証
責
任
の
配
分
が
異
り
、
後
者
に
あ
つ
て
は
相
手

方
が
自
ら
の
不
知
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
・
不
知
そ
の
も
の
の
立
証
は
困
難
で
あ
り
不
知
を
推
測
せ
し
め
る
間
接
事
実
の
立
証
に
よ
ら
ざ
る

を
え
な
い
か
ら
、
知
り
え
な
か
つ
た
こ
と
の
立
証
と
遠
く
距
る
も
の
で
は
な
い
、
ま
た
、
相
手
方
の
第
三
の
意
思
表
示
に
よ
る
決
定
の
可
能
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

広
く
し
て
お
く
こ
と
に
左
程
の
不
都
合
は
な
W
の
で
．
商
法
五
〇
四
条
但
書
の
文
言
通
ウ
に
理
解
し
て
よ
い
も
の
と
思
う
。

　
四
　
以
上
、
商
法
五
〇
四
条
を
能
働
代
理
の
場
合
に
限
定
し
て
考
察
し
て
き
た
が
、
民
法
九
九
条
二
項
が
一
項
の
能
働
代
理
の
規
定
（
「
代
理
人

力
…
・
－
為
シ
タ
ル
意
思
表
示
」
）
を
受
働
代
理
の
場
合
に
準
用
し
て
い
る
よ
う
に
（
「
第
三
者
力
代
理
人
二
対
シ
テ
為
シ
タ
ル
意
思
表
示
賦
）
、
商
法
五
〇
四
条

の
規
定
（
直
接
に
は
能
働
代
理
の
場
合
を
規
定
す
る
）
を
受
働
代
理
の
場
合
に
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
場
合
、
い
か
な
る
変
更
が
条
文
の
文
言

　
　
Y
　
　
　
　
　
上
必
要
と
な
る
か
。
受
働
代
理
の
場
合
と
は
、
上
の
図
に
お
け
る
①
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
問
題

　
　
　
　
　
A
　
　
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
際
、
Y
は
X
に
効
果
の
及
ぶ
点
で
は
異
存
な
い
が
、
代
理
意
思
の
表
示
を
し
て
い
な
い
か
ら
A
に
効

　
　
X

　
　
　
　
　
　
　
　
果
が
及
ん
で
も
異
議
は
唱
え
ら
れ
な
い
（
民
一
〇
〇
本
）
。
A
は
、
②
の
意
思
表
示
の
際
X
に
効
果
の
及
ぶ
こ
と
を
予
期
し
て

い
な
い
か
ら
当
然
X
、
Y
間
に
X
、
Y
を
当
事
者
と
す
る
合
意
が
成
立
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
A
の
意
思
表
示
（
X
、
、
Y
を
結
び
つ
け
る

意
思
表
示
で
、
こ
れ
に
よ
り
A
、
Y
間
に
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
合
意
を
排
除
す
る
）
に
よ
り
X
に
効
果
を
及
ぼ
し
う
る
（
X
は
A
に
代
理
権
を
与
え
て
い

れ
ば
効
果
発
生
に
支
障
が
な
い
し
、
代
理
権
を
与
え
て
い
な
け
れ
ば
無
権
代
理
の
問
題
と
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
意
思
表
示
、
合
意
の
成
立
は
A
の
意
思
表
示

に
ょ
る
）
。
民
法
一
〇
〇
条
、
商
法
五
〇
四
条
と
も
に
受
働
代
理
に
つ
い
て
類
推
さ
れ
、
前
者
は
「
相
手
方
力
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
示
サ
ス

シ
テ
為
シ
タ
ル
意
思
表
示
ハ
代
理
人
二
効
果
ノ
帰
属
ス
ベ
キ
内
容
ノ
モ
ノ
ト
看
徹
ス
但
代
理
人
力
其
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
又
ハ
之
ヲ

　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三
　
　
　
（
四
七
三
）

①
〃
②
鮭
薙
鐸
糞
ザ
藩
慧
糞
鐘
祠
い
鱒
謬



代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
さ
れ
る
撮
含

一
六
四

（
四
七
四
）

知
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
カ
リ
シ
ト
キ
ハ
前
条
第
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
」
．
後
者
は
「
商
行
為
ヲ
為
ス
椙
手
方
力
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
示
サ
サ

ル
ト
キ
ト
難
モ
其
行
為
ハ
本
人
二
対
シ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス
但
代
理
人
力
本
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
代
理
人
カ
ラ
相
手
方
二

対
シ
テ
履
行
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
」
と
い
う
文
言
に
な
る
．

（
1
）
　
た
と
え
ば
、
英
米
法
に
お
け
る
q
”
鼻
富
a
ギ
ぎ
。
首
a
の
法
理
の
果
た
す
役
割
と
か
（
田
中
英
夫
・
q
呂
ぎ
募
亀
ギ
ぼ
含
冨
で
末
延
三
次
先
生
還
暦
記
念
．
英

米
私
法
論
集
「
五
一
頁
以
下
、
神
崎
克
郎
・
商
事
代
理
に
お
け
る
非
顕
名
主
義
・
神
戸
法
学
雑
誌
一
五
巻
二
号
二
九
四
頁
以
下
参
照
）
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
蟹
”
鼠
暮

　
の
考
え
方
、
或
は
日
本
に
お
い
て
も
代
理
権
授
与
行
為
と
委
任
契
約
と
を
合
わ
せ
て
考
え
よ
う
と
す
る
見
方
の
再
生
、
或
る
事
実
関
係
を
基
礎
と
し
て
代
理
の
効
力
を
発

　
生
さ
せ
る
と
い
う
一
種
の
代
理
類
型
論
な
ど
が
、
こ
の
考
え
方
に
い
と
ぐ
ち
を
開
く
。

（
2
）
　
学
説
は
、
本
人
の
た
め
に
商
行
為
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
に
異
論
は
な
い
が
、
相
手
方
に
と
つ
て
商
行
為
で
あ
る
場
合
を
含
む

　
か
否
か
の
議
論
が
あ
る
。
積
極
説
に
は
、
竹
田
・
前
掲
一
一
頁
、
西
原
・
前
掲
一
二
二
頁
（
本
条
の
不
合
理
性
を
示
す
前
提
と
し
て
、
こ
0
よ
ヶ
に
解
し
て
い
る
）
が
あ

　
り
、
消
極
説
に
は
、
小
町
谷
・
前
掲
五
九
頁
、
田
中
誠
・
前
掲
八
七
頁
、
石
井
・
前
掲
一
四
頁
が
あ
る
。

（
3
）
　
商
法
五
〇
四
条
が
受
働
代
理
に
も
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
．
横
浜
地
判
大
一
〇
・
二
・
九
新
聞
一
九
四
二
号
一
九
頁
は
、
否
定
的
な
見
解
を
示

　
し
、
保
険
契
約
告
知
義
務
違
反
の
場
合
の
解
除
の
意
思
表
示
に
つ
き
、
保
険
会
社
甲
が
保
険
契
約
者
乙
の
相
続
人
丙
の
法
定
代
理
人
丁
に
対
し
、
丙
の
た
め
に
す
る
こ
と

　
を
示
さ
な
い
で
な
し
た
場
合
、
解
除
の
意
思
表
示
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
小
町
谷
・
前
掲
五
九
、
六
σ
頁
は
、
受
働
代
理
に
つ
い
て
も
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
規

定
を
準
用
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
「
但
し
こ
の
場
合
は
、
相
手
方
の
方
か
ら
特
定
の
者
を
、
本
人
の
受
働
代
理
人
な
り
と
認
め
て
行
為
を
な
す
場
合
で
あ

　
る
か
ら
、
但
書
の
準
用
が
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
し
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
民
法
一
〇
〇
条
に
よ
る
と
す
る
。

（
4
）
　
学
説
は
、
商
法
五
〇
四
条
本
文
の
適
用
に
当
つ
て
、
代
理
意
思
の
表
示
は
な
い
け
れ
ど
も
代
理
の
効
果
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
、
代
理
人
の
代
理
意
思
の
存
在
を
挙

げ
る
の
か
、
代
理
関
係
”
代
理
権
の
存
在
を
挙
げ
る
の
か
（
実
際
上
、
代
理
人
の
代
理
意
思
は
代
理
関
係
と
い
う
外
的
な
事
実
に
よ
つ
て
推
認
さ
れ
る
他
は
な
い
と
し
て

も
）
、
意
識
的
に
は
明
か
に
し
て
い
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
判
例
は
、
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
要
件
と
し
て
代
理
関
係
の
存
在
が
前
提
で
あ
る
と
し
（
大
判
明

四
二
・
二
・
三
新
聞
五
五
四
号
一
六
頁
、
東
京
控
判
大
六
・
五
・
二
八
新
聞
一
二
七
八
号
二
八
頁
）
、
こ
れ
と
は
別
に
、
本
人
の
た
め
に
な
し
た
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
い

　
る
（
束
京
控
判
大
三
・
二
・
一
九
新
聞
九
三
四
号
二
〇
頁
、
東
京
控
判
大
七
・
四
・
二
六
新
聞
一
四
〇
七
号
二
七
頁
、
朝
高
判
大
七
・
一
一
・
三
〇
商
判
集
上
四
八
二
頁

中
段
、
朝
高
判
大
一
四
・
四
・
一
〇
商
判
集
上
四
八
二
頁
中
段
、
大
判
昭
八
・
一
・
＝
二
商
剰
集
上
四
八
二
頁
上
段
、
大
判
昭
コ
一
丁
一
二
・
二
〇
商
判
集
〔
追
二
〕
二

〇
九
頁
中
段
）
．
代
理
権
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
要
件
で
は
な
く
て
、
別
に
代
理
の
効
力
発
生
の
要
件
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
高
鳥
・
前
掲
九
頁
は
、
相
手
方
の
保
護
が
特
別
な
規
定
に
よ
つ
て
い
わ
ぽ
制
度
化
さ
れ
た
場
合
、
或
は
法
律
適
用
の
簡
明
さ
が
と
く
に
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
善

　
意
か
否
か
の
み
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
．



四

　
代
理
の
間
題
を
め
ぐ
つ
て
、
な
お
根
本
的
に
検
討
す
べ
き
点
と
し
て
、
次
の
三
点
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
第
一
は
、
本
小
論
で
取
り

扱
つ
た
代
理
の
顕
名
、
非
顕
名
の
問
題
を
よ
り
深
く
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
代
理
と
委
任
と
の
関
係
で
あ
り
、
第
三
は
、
こ
の
二
つ

の
問
題
の
何
れ
に
も
関
連
し
て
、
代
理
権
授
与
行
為
の
代
理
の
法
理
に
お
け
る
位
置
づ
け
で
あ
る
。
第
一
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
代
理
の
法
理
の

働
く
場
面
が
意
思
表
示
な
の
か
法
律
行
為
な
の
か
、
仮
り
に
代
理
の
法
理
が
直
接
働
く
の
は
意
思
表
示
の
場
合
で
あ
る
と
し
た
と
き
、
そ
の
意
思

表
示
を
組
成
分
子
と
し
て
法
律
行
為
－
仮
り
に
契
約
1
が
成
立
す
る
場
合
に
、
契
約
の
成
立
、
不
成
立
、
或
は
有
効
、
無
効
に
こ
の
意
思
表

示
に
つ
い
て
の
規
定
が
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
、
代
理
の
意
思
表
示
を
組
成
分
子
と
す
る
契
約
の
う
ち
通
常
あ
り

う
べ
き
基
本
的
な
形
を
見
出
し
、
そ
の
代
表
例
に
つ
い
て
顕
名
、
非
顕
名
の
問
題
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
．
第
二
点
に
つ

い
て
い
え
ば
、
代
理
に
つ
き
非
顕
名
の
場
合
に
も
代
理
の
効
力
が
生
ず
る
と
い
う
と
き
、
代
理
行
為
の
背
後
に
本
人
ー
代
理
人
間
の
特
殊
な
関

係
ー
代
理
権
授
与
の
関
係
な
い
し
さ
ら
に
そ
の
基
礎
に
あ
る
代
理
権
を
授
与
す
る
に
至
つ
た
関
係
ー
を
予
定
す
る
議
論
が
多
く
み
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
議
論
の
立
て
方
が
正
し
い
の
か
、
も
う
一
度
冷
代
理
と
委
任
の
古
い
問
題
に
立
ち
戻
つ
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
為
。
第
三
点
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
，
フ
ル
ー
メ
．
ミ
ュ
ラ
ー
・
フ
ラ
イ
エ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
説
を
引
い
て
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
て

　
（
1
）

“
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
代
理
人
の
行
為
と
代
理
権
授
与
行
為
と
が
独
立
の
行
為
で
あ
る
（
代
理
行
為
の
成
立
は
代
理
人
の
行
為
に
つ
い
て
考
え
、
・

代
理
権
の
存
在
は
代
理
の
有
効
要
件
に
す
ぎ
な
い
）
と
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
代
理
権
授
与
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
本
人
の
意
思
は
代
理
人
に
ょ
つ

て
締
結
さ
れ
る
べ
き
法
律
行
為
の
効
果
を
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
代
理
権
（
本
人
の
代
理
権
授
与
に
よ
る
効
果
意
思
の
表
明
）
と
代
理
人
の
意

思
表
示
が
合
体
し
て
本
人
の
側
に
お
け
る
法
律
行
為
の
要
件
を
粗
成
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
代
理
な
い
し
広
く
法
律
行
為
の
本
質
論
と
し
て

論
議
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
用
毒
れ
る
橡
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
　
　
　
（
四
七
五
）



　
　
　
代
理
の
法
理
と
商
法
五
〇
四
条
の
適
思
さ
れ
る
携
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六
　
　
　
（
四
七
六
）

（
1
）
　
近
時
、
，
わ
が
国
で
も
代
理
理
論
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
論
稿
が
相
い
つ
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
ん
ず
く
高
橋
三
知
雄
・
代
理
理
論
の
再
検
討
・
関
西
大
学
法

学
論
集
一
六
巻
二
号
三
一
頁
以
下
、
三
号
三
〇
頁
以
下
、
一
七
巻
一
号
四
三
頁
以
下
、
二
号
四
六
頁
以
下
参
照
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
八
年
一
二
月
一
〇
日
）


